
ゴールデンウィークの長期休暇時
は、空港の駐車場が満車になり
駐車できない場合があります。
空港へは、公共交通機関をご利
用ください。

　名古屋空港ビルディング株式会社
☎0568(29)1600

お知らせ お知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011　  http://www.city.aisai.lg.jp/ 市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011　  http://www.city.aisai.lg.jp/

▼
内
容
／
出
産
予
定
日（
ま
た
は
出
産
日
）の

属
す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間
の
国
民
年

金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
多
胎

妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
日（
ま
た
は
出

産
日
）の
属
す
る
月
の
３
か
月
前
か
ら
６
か
月

間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　
産
前
産
後
期
間
と
し
て
認
め
ら
れ
た
期
間

は
、
保
険
料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
者
／「
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
」

で
出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の
方

▼
申
請
時
期
／
出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か

ら
届
出
で
き
ま
す
が
、
４
月
１
日
以
降
か
ら

の
受
け
付
け
に
な
り
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
／
年
金
手
帳
ま
た
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
提
示
が
必
要
で
す
。

お
持
ち
で
な
い
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認

で
き
る
書
類（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）、
身
元
確

認
書
類（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

の
提
示
が
必
要
で
す
。

※

出
産
前
に
届
出
を
す
る
場
合
：
母
子
健
康

手
帳
な
ど（
予
定
日
の
分
か
る
も
の
）

※

出
産
後
に
届
出
を
す
る
場
合
：
出
産
日
は

市
民
課
で
確
認
で
き
る
た
め
原
則
不
要

▼
申
請
先
／
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所

▼
募
集
項
目
／
自
衛
隊
幹
部
候
補
生（一般
）、

第
１
回
自
衛
隊
一
般
曹
候
補
生
、
自
衛
官
候

補
生

▼
資
格
／

【
自
衛
隊
幹
部
候
補
生（一般
）】

22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
方（
修
士
課
程
修
了

者
等（
見
込
含
む)

は
28
歳
未
満
）

【
第
１
回
自
衛
隊
一般
曹
候
補
生
、
自
衛
官
候

補
生
】

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
方

▼
受
付
期
間
／

【
自
衛
隊
幹
部
候
補
生（一般
）】

５
月
１
日（
祝
）ま
で

【
第
１
回
自
衛
隊一般
曹
候
補
生
】

５
月
15
日（
水
）ま
で

【
自
衛
官
候
補
生
】

年
間
を
通
じ
て
受
け
付
け

▼
そ
の
他
／
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
細
は
問

い
合
わ
せ
先
へ

【
宅
内
排
水
接
続
工
事
の
お
願
い
】

　
公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
の
供

用
開
始
さ
れ
た
区
域
で
、
ま
だ
接
続
工
事
が

お
済
み
で
な
い
方
は
、
１
日
も
早
い
切
り
替

え
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
意
見
を

考
慮
し
て
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
意
見
の
要
旨
と
市
の
考
え
方
お
よ
び
策
定

し
た
計
画
は
担
当
課
窓
口
お
よ
び
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　
今
後
は
、
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
事
業
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

▼
供
用
開
始
区
域
／

【
佐
屋
地
区
】

・
佐
屋
町
亥
新
田
、
新
田
、
宅
地
、
堤
西
お

よ
び
道
西
の
各一部

・
須
依
町
庄
屋
敷
、
白
山
お
よ
び
東
田
面
の

各一部
・
稲
葉
町
三
四
田
の一部

・
西
保
町
北
川
原
の一部

【
佐
織
地
区
】

・
持
中
町
八
町
の一部

・
小
津
町
浦
田
面
、
江
新
田
お
よ
び
観
音
堂

の一部
・
諏
訪
町
池
埋
、郷
浦
、郷
西
、郷
東
、中
杁
、

中
島
お
よ
び
古
堤
新
田
の
各一部

▼
供
用
開
始
後
の
注
意
事
項
／
供
用
開
始
後

の
区
域
内
で
は
、
家
庭
や
事
業
所
な
ど
か
ら

出
る
排
水
を
下
水
道
管
に
流
す
た
め
の
、「
排

水
設
備
」の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　
く
み
取
り
便
所
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方

は
、
供
用
開
始
日（
４
月
１
日
）か
ら
３
年
以

内
に
水
洗
便
所
に
改
造
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
す
で
に
水
洗
便
所
を
使
用
さ
れ
て
い

る
方
は
速
や
か
に
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
受
益
者
申
告
書
の
提
出
は
お
早
め
に
】

　
供
用
開
始
区
域
内
に
土
地
を
お
持
ち
の
方

へ
送
付
し
ま
し
た
受
益
者
申
告
書
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。
受
益
者
と
対
象
と
な
る
土

地
の
把
握
に
正
確
を
期
す
る
た
め
必
ず
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限
／
４
月
26
日（
金
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険
者
の
皆
さ

ん
の
健
康
の
保
持
・
増
進
を
目
的
に
、
次
の

協
定
保
養
所
に
宿
泊
す
る
場
合
、
１
人
１
泊

に
つ
き
１
千
円
を
助
成
し
ま
す（
４
月
１
日
か

ら
３
月
31
日
ま
で
の
１
年
間
で
、
全
保
養
所

合
わ
せ
て
４
泊
ま
で
利
用
可
）。

▼
利
用
方
法
／
利
用
さ
れ
る
方
は
、
直
接
協

定
保
養
所
へ
申
し
込
み
、「
愛
知
県
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
」で
あ
る
こ
と
を
伝

え
て
く
だ
さ
い
。

　
宿
泊
当
日
、
利
用
さ
れ
る
保
養
所
の
窓
口

で
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
お
よ
び
利

用
カ
ー
ド（
初
回
利
用
時
に
保
養
所
で
交
付
）

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
精
算
時
に
利
用
料

金
に
対
し
、
１
千
円
を
助
成
し
ま
す
。

▼
保
険
料
の
仮
徴
収
／
保
険
料（
国
民
健
康

保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護

保
険
料
）は
前
年
所
得（
平
成
30
年
中
）を
も

と
に
計
算
す
る
た
め
、
平
成
31
年
度
の
保
険

料
額
は
前
年
所
得
が
確
定
す
る
６
月
以
降
で

な
け
れ
ば
決
ま
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
前
年

度
か
ら
継
続
し
て
保
険
料
が
賦
課
さ
れ
て
い

る
方
に
つ
い
て
、
仮
徴
収
を
行
い
ま
す
。

【
特
別
徴
収(

年
金
か
ら
天
引
き)

の
方
】

　
２
月
に
特
別
徴
収
さ
れ
た
保
険
料
の
同
額

が
４
、
６
、
８
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

ま
す
。

【
普
通
徴
収(

納
付
書
、
口
座
振
替)

の
方
】

　
前
年
度
を
も
と
に
、
第
１
期（
４
月
）・
第

２
期（
６
月
）を
暫
定
賦
課
し
ま
す
。
納
入
通

知
書（
納
付
書
）は
４
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
。

▼
平
成
31
年
度
の
確
定
し
た
保
険
料
額(

年

額)

に
つ
い
て
／
確
定
し
た
年
間
保
険
料
額

（
年
額
）か
ら
仮
徴
収
賦
課
分
を
差
し
引
い

た
残
額
を
、以
降
の
納
期
に
振
り
分
け
ま
す
。

決
定
通
知
書
は
７
月
中
旬
に
送
付
予
定
で

す
。 各

種
保
険
料
の
お
知
ら
せ

　
自
衛
隊
愛
知
地
方
協
力
本
部
　一宮
地

域
事
務
所 

☎
０
５
８
６（
73
）７
５
２
２

■

　
保
険
年
金
課  

☎（
55
）７
１
１
９

　■

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
保
険
年
金
課 

☎（
55
）7
1
1
9

介
護
保
険
料 

　
高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）7
1
1
6

■■

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

協
定
保
養
所
利
用
助
成
事
業

　
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給
付
課

　
☎
052（
955
）１
２
０
５

■

４
月
１
日（
月
）か
ら

公
共
下
水
道
供
用
開
始
区
域
を
拡
大
し
ま
す

　
下
水
道
課 

☎（
55
）７
１
２
４

■

意
見
募
集
の
結
果
を
公
表
し
ま
す

〜
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結
果
〜

自
衛
官
募
集

４
月
か
ら
産
前
産
後
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
と
な
り
ま
す

く
ら
し

▶対象となる学生は？
大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専
修学校および各種学校その他の教育施設（学生納付
特例対象校）に在学する20歳以上で本人の前年の所
得が 118万円以下（扶養親族があればその人数に応
じて加算）である学生
▶承認される期間は？
４月～翌年３月
▶学生納付特例が認められると？
・学生納付特例期間中に、万一の事故や病気で障害
が残ったとき要件を満たしていれば、障害基礎年金
が受けられます。
・学生納付特例期間は、将来受け取る老齢基礎年金
の受給に必要な期間に参入されます（ただし、年金額
には反映されません）。
・10年以内であれば遡って納めることができる追納
制度があります（ただし、３年目以降に追納する場合

は当時の保険料に加算額がつきます）。
▶申請は？
４月１日以降に年金手帳・学生証または在学証明書・
個人番号確認書類・本人確認書類・印鑑を持参し、
市役所で手続きをしてください。
学生納付特例制度は毎年申請が必要です。前年度申
請された方には日本年金機構からハガキ形式の申請
書が郵送されます。
必要事項を記入し郵送してください。
※平成31年２月初旬以降に申請をされた方には、ハガ
キ形式の申請書が送付されません。改めて申請が必
要です。
▶申請期限は？
申請時点の２年１か月前の月分まで遡って申請すること
ができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金が
受け取れない場合があります。申請期限がまだ先の場
合でも、万が一に備えお早めに申請してください。

国民年金保険料学生納付特例制度
～学生の方で保険料納入が困難な方へ納付猶予の特例制度があります～

　保険年金課 ☎（55）７１１９
学生以外の方で収入の減少や失業などにより、納付が困難な方は、保険料免除・納付猶予制度があります。

県営名古屋空港からの
お知らせ

■

協定保養所名 電話番号場所

☎０５６５(６２)０１００豊田市 豊田市　百年草

桑名市 名古屋市休養
温泉ホーム松ケ島

東浦町 あいち健康の森
プラザホテル

田原市 シーサイド伊良湖

蒲郡市 サンヒルズ三河湾

江南市

愛西市
自殺対策計画（案）

第2次愛西市
教育大綱（案）

第2次愛西市
生涯学習
推進計画（案）

愛西市
空家等対策計画（案）

健康推進課
☎(28)5833

経営企画課
☎(55)7133

生涯学習課
☎(55)7137

市民協働課
☎(55)7113

３人・10件

3人・6件

1人・1件

2人・2件

平成30年
12月4日(火)～
27日(木)

平成31年
1月7日(月)～
31日(木)

すいとぴあ江南

☎０５９４(４２)３３３０

☎０５６２(８２)０２１１

☎０５３１(３５)１１５１

☎０５３３(６８)４６９６

☎0587(53)5555

計　画　案 募集期間 意見提出
人数・件数 問い合わせ先

広報あいさい 2019.4 10広報あいさい 2019.411

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

子
育
て
1
・
2
・
3

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

子
育
て
1
・
2
・
3

あ
い
さ
い
見
聞
録

あ
い
さ
い
見
聞
録


